
要配慮者利用施設における避難確保の制度

避難確保計画は、大雨による浸水や土砂災害が発生するおそれがあるとき、高齢者施設等の要配
慮者利用施設（以下「施設」という。）の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項
を定める計画です。
浸水想定区域・土砂災害警戒区域等に位置し、本市の地域防災計画に位置づけられた施設は、
・避難確保計画を作成し、市長に報告すること
・年1回訓練を実施し、その結果を市長に報告すること
が義務づけられます。必ず報告してください。

避難確保計画って？

－避難確保計画の作成について－

避難確保計画の見直しについて（お願い）
令和8年4月版地域防災計画（※）に掲載された施設は、いずれの施設についても新たな計画ひな形に
よる避難確保計画を作成し提出をお願いします。 ※地域防災計画は毎年度改訂します

Q すでに計画作成済だけど再度提出が必要なの？

A 下記の理由から計画作成済の施設についても新たな計
画ひな形により提出をお願いします。
・雨水出水（内水）及び高潮浸水想定区域等の追加指定
により、施設が有する災害リスク情報に変更の可能性が
あること
・令和8年5月下旬（予定）から、新たな防災気象情報の運
用が開始されること

Q 今後のスケジュールは？

A 下記のとおり予定しています。
令和８年４月 地域防災計画の改訂
令和８年５月下旬（予定） 防災気象情報の見直し
令和８年５月下旬 市から施設に新たな計画ひな形による

避難確保計画の作成・提出を依頼しま
す（通知等を送付します）

令和８年８月末 作成した計画の市への提出締切

問合せ：障害保健福祉課 457-2860



（参考）防災気象情報の見直しについて


